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松 田 町 宿 泊 施 設 支 援 金 交 付 要 綱  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 町 内 の 宿 泊 利 用 及 び 観 光 消 費 を 促 進 し 、

観 光 、 飲 食 及 び 物 販 等 に 幅 広 い 経 済 波 及 効 果 を 生 み 出 す こ と

を 目 的 と し て 、 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 の 感 染 拡 大 に よ り

経 済 的 に 苦 慮 し て い る 町 内 の 宿 泊 施 設 及 び 観 光 施 設 に 対 し 、

予 算 の 範 囲 内 で 松 田 町 宿 泊 施 設 支 援 金 を 交 付 す る こ と に 関 し 、

松 田 町 補 助 金 等 交 付 規 則 （ 平 成 １ ３ 年 松 田 町 規 則 第 １ ２ 号 。

以 下 「 規 則 」 と い う 。 ） に 規 定 す る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項

を 定 め る も の と す る 。  

（ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、

そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

（ １ ）  宿 泊 施 設  町 内 に 所 在 す る 旅 館 業 法 （ 昭 和 ２ ３ 年 法

律 第 １ ３ ８ 号 ） 第 ２ 条 に 規 定 す る 旅 館 ・ ホ テ ル 営 業 、 簡 易

宿 所 営 業 又 は 住 宅 宿 泊 事 業 法 （ 平 成 ２ ９ 年 法 律 第 ６ ５ 号 ）

第 ３ 条 第 １ 項 の 届 出 に 係 る 住 宅 を い う 。  

（ ２ ）  宿 泊 料 金  宿 泊 に 係 る 基 本 宿 泊 料 に 食 事 代 及 び サ ー

ビ ス 料 を 含 め た 総 額 を い い 、 消 費 税 を 含 む も の と す る 。  

（ ３ ）  認 定 宿 泊 施 設  宿 泊 料 金 の 値 引 き を 行 う 宿 泊 施 設 と

し て 、 こ の 要 綱 の 定 め に よ り あ ら か じ め 町 か ら 認 定 を 受 け

た 施 設 を い う 。  

（ ４ ）  宿 泊 客  認 定 宿 泊 施 設 が 実 施 す る 宿 泊 料 金 の 値 引 き

を 受 け た 者 を い う 。  

（ ５ ）  宿 泊 支 援 金  認 定 宿 泊 施 設 が 実 施 す る 宿 泊 料 金 の 値  

引 き に 対 し 、 町 長 が そ の 値 引 き 額 を 支 援 す る も の を い う 。  

（ ６ ）  観 光 施 設  町 内 に 所 在 し 、 主 に 観 光 客 に 対 し て 商 品

や サ ー ビ ス を 提 供 す る 施 設 及 び 食 品 衛 生 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法

律 第 ２ ３ ３ 号 ） 第 ５ ２ 条 の 規 定 に よ る 飲 食 店 営 業 の 許 可 を

受 け た 事 業 者 の 店 舗 を い う 。  
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（ ７ ）  観 光 ク ー ポ ン  宿 泊 客 に 対 し て 町 が 発 行 す る ク ー ポ

ン 券 で あ っ て 、 観 光 施 設 に お い て 値 引 き を 受 け ら れ る も の

を い う 。  

（ ８ ）  観 光 ク ー ポ ン 対 象 施 設  観 光 ク ー ポ ン に よ る 値 引 き

を 行 う 観 光 施 設 と し て 、 こ の 要 綱 の 定 め に よ り あ ら か じ め

認 定 を 受 け た 施 設 を い う 。  

（ ９ ）  宿 泊 施 設 支 援 事 業  こ の 要 綱 に 基 づ き 町 が 実 施 す る

認 定 宿 泊 施 設 に 対 す る 宿 泊 支 援 金 の 交 付 、 宿 泊 客 に 対 す る

観 光 ク ー ポ ン の 発 行 及 び 観 光 ク ー ポ ン 対 象 施 設 に 対 す る 当

該 ク ー ポ ン 券 に よ る 値 引 き 額 の 換 金 交 付 の こ と を い う 。  

（ 認 定 宿 泊 施 設 へ の 認 定 要 件 ）  

第 ３ 条  認 定 宿 泊 施 設 の 認 定 を 受 け よ う と す る 宿 泊 施 設 は 、 宿

泊 支 援 金 対 象 施 設 認 定 申 請 書 （ 第 １ 号 様 式 ） を 町 長 に 提 出 す

る こ と と し 、 町 長 は 、 そ の 内 容 を 審 査 し 、 認 定 の 可 否 に つ い

て 当 該 申 請 者 に 宿 泊 支 援 金 対 象 施 設 認 定 （ 不 認 定 ） 通 知 書 （  

第 ２ 号 様 式 ） に よ り 通 知 す る も の と す る 。  

２  認 定 宿 泊 施 設 の 認 定 を 受 け よ う と す る 宿 泊 施 設 は 、 次 に 掲

げ る 要 件 を い ず れ も 満 た し て い な け れ ば な ら な い 。  

（ １ ）  町 税 等 を 滞 納 し て い な い こ と 。  

（ ２ ）  政 治 団 体 で な い こ と 。  

（ ３ ）  宗 教 上 の 組 織 又 は 団 体 で な い こ と 。  

（ ４ ）  個 人 に あ っ て は 、 暴 力 団 員 （ 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な

行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ３ 年 法 律 第 ７ ７ 号 ） 第 ２  

条 第 ６ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 員 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） で な い

こ と 。  

（ ５ ）  法 人 に あ っ て は 、 暴 力 団 （ 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行

為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律 第 ２ 条 第 ２ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 を

い う 。 以 下 同 じ 。 ） で な く 、 か つ 、 代 表 者 及 び 役 員 が 暴 力

団 員 で な い こ と 。  
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（ ６ ）  業 種 ご と に 作 成 さ れ た ガ イ ド ラ イ ン 等 に 沿 っ た 新 型

コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 の 感 染 拡 大 防 止 対 策 を 講 じ る こ と 。  

（ ７ ）  令 和 ３ 年 １ ２ 月 １ 日 以 前 か ら 宿 泊 施 設 を 営 む 者 で あ

る こ と 。  

（ 宿 泊 施 設 支 援 事 業 利 用 の 届 出 ）  

第 ４ 条  宿 泊 客 は 、 認 定 宿 泊 施 設 で の 受 付 時 に 、 宿 泊 施 設 支 援

事 業 利 用 届 出 書 （ 第 ３ 号 様 式 ） に よ り 、 宿 泊 施 設 支 援 事 業 の

利 用 を 届 け 出 る も の と す る 。  

（ 宿 泊 支 援 金 の 額 ）  

第 ５ 条  宿 泊 支 援 金 の 額 は 、 １ 泊 に つ き 一 人 あ た り ３ ， ０ ０ ０

円 と す る 。 た だ し 、 １ 泊 の 宿 泊 料 金 が 一 人 あ た り ３ ， ０ ０ ０

円 に 満 た な い 場 合 は 、 宿 泊 支 援 金 の 対 象 外 と す る 。  

２  １ 泊 の 宿 泊 料 金 は 、 宿 泊 料 金 の 総 額 を 宿 泊 客 の 人 数 及 び 宿

泊 日 数 で 割 り 返 し て 算 出 す る こ と と す る 。  

（ 宿 泊 支 援 金 の 対 象 期 間 ）  

第 ６ 条  宿 泊 支 援 金 の 対 象 と す る 宿 泊 の 期 間 は 、 令 和 ４ 年 １ 月

７ 日 か ら 令 和 ４ 年 ２ 月 ２ ７ 日 ま で と す る 。  

（ 宿 泊 支 援 金 の 交 付 申 請 等 ）  

第 ７ 条  認 定 宿 泊 施 設 が 宿 泊 支 援 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る と

き は 、 次 の 関 係 書 類 を 添 え て 宿 泊 支 援 金 交 付 申 請 書 兼 請 求 書

（ 第 ４ 号 様 式 ） を 町 長 に 提 出 す る も の と す る 。  

（ １ ）  宿 泊 施 設 支 援 事 業 利 用 届 出 書 （ 第 ３ 号 様 式 ）  

（ ２ ）  宿 泊 支 援 金 の 対 象 と な る 宿 泊 客 の 宿 泊 日 、 代 表 者 名 、  

宿 泊 人 数 及 び 宿 泊 料 金 が 記 載 さ れ た 一 覧  

（ 宿 泊 支 援 金 の 交 付 決 定 ）  

第 ８ 条  町 長 は 、 前 条 の 規 定 に よ る 申 請 が あ っ た 場 合 は 、 そ の  

内 容 を 審 査 の 上 、 交 付 の 可 否 を 決 定 し 、 宿 泊 支 援 金 交 付 （ 不

交 付 ） 決 定 通 知 書 （ 第 ５ 号 様 式 ） に よ り 通 知 す る も の と す る 。  

（ 観 光 ク ー ポ ン の 配 付 ）  
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第 ９ 条  認 定 宿 泊 施 設 は 、 宿 泊 客 に 対 し 、 １ 泊 に つ き 一 人 あ た

り ２ ， ０ ０ ０ 円 分 の 観 光 ク ー ポ ン を 配 付 す る も の と す る 。  

２  認 定 宿 泊 施 設 は 、 観 光 ク ー ポ ン の 配 付 を 行 う と き は 、 観 光

ク ー ポ ン に 当 該 施 設 の 名 称 を 記 入 す る こ と と す る 。  

（ 観 光 ク ー ポ ン 対 象 施 設 へ の 認 定 要 件 ）  

第 １ ０ 条  観 光 ク ー ポ ン 対 象 施 設 の 認 定 を 受 け よ う と す る 観 光

施 設 は 、 観 光 ク ー ポ ン 対 象 施 設 認 定 申 請 書 （ 第 ６ 号 様 式 ） を

町 長 に 提 出 す る こ と と し 、 町 長 は 、 そ の 内 容 を 審 査 し 、 認 定

の 可 否 に つ い て 当 該 申 請 者 に 観 光 ク ー ポ ン 対 象 施 設 認 定 （ 不

認 定 ） 通 知 書 （ 第 ７ 号 様 式 ） に よ り 通 知 す る も の と す る 。  

２  観 光 ク ー ポ ン 対 象 施 設 の 認 定 を 受 け よ う と す る 観 光 施 設 は 、

次 に 掲 げ る 要 件 を い ず れ も 満 た し て い な け れ ば な ら な い 。  

（ １ ）  町 税 等 を 滞 納 し て い な い こ と 。  

（ ２ ）  政 治 団 体 で な い こ と 。  

（ ３ ）  宗 教 上 の 組 織 又 は 団 体 で な い こ と 。  

（ ４ ）  個 人 に あ っ て は 、 暴 力 団 員 で な い こ と 。  

（ ５ ）  法 人 に あ っ て は 、 暴 力 団 で な く 、 か つ 、 代 表 者 及 び

役 員 が 暴 力 団 員 で な い こ と 。  

（ ６ ）  業 種 ご と に 作 成 さ れ た ガ イ ド ラ イ ン 等 に 沿 っ た 新 型

コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 の 感 染 拡 大 防 止 対 策 を 講 じ る こ と 。  

（ ７ ）  令 和 ３ 年 １ ２ 月 １ 日 以 前 か ら 観 光 施 設 を 営 む 者 で あ

る こ と 。  

（ 観 光 ク ー ポ ン の 利 用 ）  

第 １ １ 条  観 光 ク ー ポ ン は 、 観 光 ク ー ポ ン 対 象 施 設 に お い て 、  

印 字 さ れ て い る 金 額 分 の 値 引 き 券 と し て 利 用 で き る も の と す

る 。  

２  観 光 ク ー ポ ン 対 象 施 設 は 、 観 光 ク ー ポ ン の 利 用 を 受 け た と  

き 、 そ の 利 用 日 を 観 光 ク ー ポ ン に 記 入 し 、 換 金 申 請 を 行 う ま

で の 間 、 自 己 の 責 任 に お い て 保 管 す る も の と す る 。  



-5- 

 

３  観 光 ク ー ポ ン の 利 用 期 限 は 、 令 和 ４ 年 ２ 月 ２ ８ 日 ま で と し 、

利 用 期 限 が 過 ぎ た 観 光 ク ー ポ ン に つ い て は 無 効 と す る 。  

 （ 観 光 ク ー ポ ン の 換 金 交 付 申 請 ）  

第 １ ２ 条  観 光 ク ー ポ ン 対 象 施 設 が 観 光 ク ー ポ ン の 換 金 交 付 を

受 け よ う と す る と き は 、 観 光 ク ー ポ ン 換 金 交 付 申 請 書 兼 請 求

書 （ 第 ８ 号 様 式 ） に 利 用 済 み の 観 光 ク ー ポ ン を 添 え て 町 長 に

提 出 す る も の と す る 。  

２  前 項 の 申 請 期 限 は 、 令 和 ４ 年 ３ 月 ４ 日 ま で と し 、 期 限 を 過

ぎ た 申 請 は 無 効 と す る 。  

（ 観 光 ク ー ポ ン の 換 金 交 付 決 定 ）  

第 １ ３ 条  町 長 は 、 前 条 の 規 定 に よ る 申 請 が あ っ た 場 合 は 、 そ

の 内 容 を 審 査 の 上 、 交 付 の 可 否 を 決 定 し 、 観 光 ク ー ポ ン 換 金

交 付 （ 不 交 付 ） 決 定 通 知 書 （ 第 ９ 号 様 式 ） に よ り 通 知 す る も

の と す る 。  

（ 請 求 の 効 力 ）  

第 １ ４ 条  宿 泊 支 援 金 及 び 観 光 ク ー ポ ン の 換 金 に 係 る 請 求 は 、

第 ７ 条 及 び 第 １ ２ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 書 類 の 提 出 を も っ て  

 な さ れ た も の と す る 。 た だ し 、 請 求 の 効 力 は 、 第 ８ 条 及 び 前  

条 の 規 定 に よ る 交 付 の 決 定 日 を も っ て 発 生 す る も の と す る 。  

（ 交 付 決 定 の 取 消 し 等 ）  

第 １ ５ 条  町 長 は 、 第 ８ 条 及 び 第 １ ３ 条 の 規 定 に よ る 交 付 の 決  

定 を 受 け た 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と 認 め た と き

は 、 交 付 の 決 定 を 取 り 消 す も の と す る 。  

（ １ ）  虚 偽 又 は 不 正 の 手 段 に よ り 宿 泊 支 援 金 の 交 付 又 は 観 光

ク ー ポ ン の 換 金 交 付 を 受 け た と き 。  

（ ２ ）  こ の 要 綱 の 規 定 又 は 規 則 に 違 反 し た と き 。  

２  町 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 宿 泊 支 援 金 又 は 観 光 ク ー ポ ン の

換 金 に 係 る 交 付 の 決 定 を 取 り 消 し た 場 合 に お い て 、 既 に 当 該

取 消 し に 係 る 交 付 が な さ れ て い る と き は 、 期 限 を 定 め て 、 そ

の 返 還 を 求 め る も の と す る 。  
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（ 補 則 ）  

第 １ ６ 条  こ の 告 示 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 は 、 町 長

が 別 に 定 め る 。  

附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 告 示 は 、 令 和 ３ 年 １ ２ 月 １ ０ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 要 綱 の 失 効 ）  

２  こ の 要 綱 は 、 令 和 ４ 年 ３ 月 ３ １ 日 限 り 、 そ の 効 力 を 失 う 。  

 


